
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年１１月２５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（ガントリークレーン） 

発生日時 平成２２年４月２６日 ０７時１３分ごろ 

発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港第４区中央ふ頭２番岸壁 

（概位 北緯４２°３６.６′ 東経１４１°４６.９′） 

事故調査の経過  平成２２年５月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

コンテナ船 HEUNG
ヒュンガ

-A JAKARTA
ジャカルタ

（パナマ共和国）、８,２９９トン 

９１４６２９７（ＩＭＯ番号）、GSH2 CONTAINER CARRIER I AS（船舶所

有者）、HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD（運航者） 

１４０.００ｍ×２０.５０ｍ×１０.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、６,６５６kＷ、１９９７年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４３歳 

大韓民国１級免許 

 交付年月日 ２００６年６月１５日 

 死傷者等 なし  

 損傷 本船 右舷船首部ハンドレールが破損 

ガントリークレーン 脚部にある電源ケーブル用リールが破損 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長ほか１７人が乗り組み、船長が操船して苫小牧港第４区

中央ふ頭２番岸壁（以下「本件岸壁」という。）を離岸し、機関を極微速

力後進にかけて後進していたところ、岸壁に向けて吹く風が強くなり、

船首が右舷側の本件岸壁に接近した。 

船長は、船首楼甲板で離岸作業に当たっていた一等航海士から、本件

岸壁に接近しているとの報告を受け、船首部を本件岸壁から離そうとし

てバウスラスタを使用した。 

本船は、平成２２年４月２６日０７時１３分ごろ、船首を０３５°に

向け、約１.５ノットの速力で右舷船首部のハンドレールが本件岸壁上の

ガントリークレーンに衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

   ０７時００分：風速 ５.４m/s（０７時１０分：最大瞬間風速  

          ８.１m/s） 

海象：海上平穏 

 その他の事項 本船は、右回り１軸船で、７４０馬力のバウスラスタを装備していた。

また、本事故当時、船体、機関及び操舵装置等に故障又は不具合はなか

った。 
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本船は、甲板上のコンテナ積載面積を広げるために、船首部のフレア

が大きくなっていた。 

船長は、デッキ上に積載したコンテナにより船首楼甲板を見通すこと

ができず、バウスラスタの使用が遅れた。 

ガントリークレーンの衝突部位は、岸壁前面から約２.６５ｍ内側で、

岸壁からの高さが約６.０ｍであった。 

本件岸壁は、その南西端から０１７°方向に築造されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、苫小牧港において、機関を後進にか

けて離岸中、岸壁に向けて吹く風が強まり、船

首が本件岸壁に接近し、右舷船首部のハンドレ

ールが本件岸壁上のガントリークレーンに衝

突したものと考えられる。 

 本船は、‘プロペラが左回転していることに

よる横圧力の作用及び船尾右舷側に流れ込む

放出流の側圧作用’（以下「後進時の回頭特性」

という。）に加えて岸壁に向けて吹く風が強ま

ったため、船首が本件岸壁に接近したものと考

えられる。 

船長は、船首部を見通すことができなかっ

たことから、本件岸壁及びガントリークレー

ンへの接近状況を適切に把握することがで

きず、バウスラスタの使用が遅れた可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、本船が苫小牧港第４区において、機関を後進にかけて離岸

中、後進時の回頭特性に加えて岸壁に向けて吹く風が強まったため、船

首が本件岸壁に接近し、右舷船首部のハンドレールが本件岸壁上のガン

トリークレーンに衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 

 




